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(57)【要約】
【課題】吐出装置から吐出される液状物の吐出状態を監
視できる吸収性物品の製造方法を提供すること。
【解決手段】吸収性物品を製造する工程のうちのいずれ
かの工程で、該吸収性物品の構成材料の一つであるシー
ト状材料に液状物を施す。吐出装置から吐出された前記
液状物を、該吐出装置から所定距離隔てた位置において
、一方向に走行する前記シート状材料に直接施す工程を
具備する。この工程において、前記吐出装置から吐出さ
れ、かつ前記シート状材料に到達する前の状態にある前
記液状物の吐出状態を光学的に監視する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品を製造する工程のうちのいずれかの工程で、該吸収性物品の構成材料の一つ
であるシート状材料に液状物を施す、吸収性物品の製造方法において、
　吐出装置から吐出された前記液状物を、該吐出装置から所定距離隔てた位置において、
一方向に走行する前記シート状材料に直接施す工程を具備し、
　前記工程においては、前記吐出装置から吐出され、かつ前記シート状材料に到達する前
の状態にある前記液状物の吐出状態を光学的に監視する、吸収性物品の製造方法。
【請求項２】
　前記吐出装置が、前記シート状材料の走行方向と交差する方向に延びる吐出スロットを
備え、
　前記吐出スロットを通じて吐出された前記液状物を、前記シート状材料の幅方向全域に
わたり又は幅方向の一部に施し、
　前記スロットの幅方向にわたって前記液状物の吐出状態を光学的に監視する請求項１に
記載の製造方法。
【請求項３】
　前記吐出装置から吐出され、かつ前記シート状材料に到達する前の状態にある前記液状
物に光を照射し、該液状物を透過してきた該光の透過量に基づいて該液状物の吐出状態を
監視する請求項２に記載の製造方法。
【請求項４】
　前記スロットの幅方向にわたって光の透過量が実質的に同一でない場合には、前記シー
ト状材料に塗布欠陥が生じたと判断する請求項３に記載の製造方法。
【請求項５】
　光の透過量が設定値を上回ったら、前記吐出装置からの前記液状物の吐出を増加させ、
一方
　光の透過量が設定値を下回ったら、前記吐出装置からの前記液状物の吐出を減少させる
請求項３に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記シート状材料が表面シート又は防漏カフを形成するためのものであり、前記液状物
がスキンケア剤である請求項１ないし５のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記シート状材料が表面シート、裏面シート又は防漏カフを形成するためのものであり
、前記液状物がホットメルト粘着剤である請求項１ないし５のいずれか一項に記載の製造
方法。
【請求項８】
　吐出装置から吐出された液状物を、該吐出装置から所定距離隔てた位置において、一方
向に走行する被塗布物に直接施す、液状物の塗布方法において、
　前記吐出装置から吐出され、かつ前記被塗布物に到達する前の状態にある前記液状物の
吐出状態を光学的に監視する、液状物の塗布方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は吸収性物品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一方向に走行するシート状材料に液状物を一定量塗布する方法が種々提案されている。
例えば本出願人は先に、圧縮流体の流路を開閉する電磁弁を有する液体塗布装置を用いて
被塗布基材に圧縮流体を間欠塗布する方法において、被塗布基材の一定の送り長さ間隔で
周期信号を発生させるとともに、圧縮流体が電磁弁から液体塗布部へ向かう途中の流路の
内圧が閾値以上となったときにオン信号を発生させ、周期信号間のオン信号の送信時間の
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和に基づいて電磁弁の動作チェックを行いつつ、圧縮流体の塗布を行う方法を提案した（
特許文献１参照）。この塗布方法によれば、圧縮流体の流路に配された圧力センサを用い
て電磁弁の動作チェックを行うことによって、塗布部から吐出される圧縮流体の吐出量を
監視することができ、常に一定量の圧縮流体を被塗布基材に塗布することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１８８２８９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし前記の方法においては、例えば図４に示すように、液体塗布部１０１の吐出口の
一部が目詰まりを起こし、被塗布基材１０３の幅方向において液体１０２が不均一に吐出
されている状態になった場合にも、電磁弁は正常に作動していることから、一定量の液体
１０２が被塗布基材１０３に吐出される。したがって、圧力センサは異常を検知せず、被
塗布基材１０３への液体１０２の塗布は正常に行われていると判断される。このように、
前記の方法においては、液体を一定量安定して吐出させることは可能であるが、幅方向に
わたる液体の吐出状態までは監視できない。
【０００５】
　したがって本発明の課題は、吐出装置から吐出された液状物の吐出状態を監視すること
ができる吸収性物品の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、吸収性物品を製造する工程のうちのいずれかの工程で、該吸収性物品の構成
材料の一つであるシート状材料に液状物を施す、吸収性物品の製造方法において、
　吐出装置から吐出された前記液状物を、該吐出装置から所定距離隔てた位置において、
一方向に走行する前記シート状材料に直接施す工程を具備し、
　前記工程においては、前記吐出装置から吐出され、かつ前記シート状材料に到達する前
の状態にある前記液状物の吐出状態を光学的に監視する、吸収性物品の製造方法を提供す
るものである。
【０００７】
　また本発明は、吐出装置から吐出された液状物を、該吐出装置から所定距離隔てた位置
において、一方向に走行する被塗布物に直接施す、液状物の塗布方法において、
　前記吐出装置から吐出され、かつ前記被塗布物に到達する前の状態にある前記液状物の
吐出状態を光学的に監視する、液状物の塗布方法を提供するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の吸収性物品の製造方法によれば、吐出装置から吐出される液状物の吐出状態を
観察しながら吸収性物品を製造することができるので、一定量の液状物が塗布対象部位に
均一に塗布された吸収性物品を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の吸収性物品の製造方法において、表面シートにスキンケア剤を
施す工程を示す模式図である。
【図２】図２（ａ）及び（ｂ）は、図１に示す工程における要部を示す模式図である。
【図３】図３は、本発明における別の実施形態を示す模式図（図２相当図）である。
【図４】図４は、従来の塗布方法において塗布装置に目詰まりが生じたときの状態を示す
模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。本発明の
製造方法においては、吸収性物品の製造工程におけるいずれかの工程において、吸収性物
品を構成する材料のうちの一つであるシート状材料に液状物を施す。本発明の適用の対象
となる吸収性物品は、身体に装着され、身体から排泄される排泄物を吸収保持する機能を
有するものを広く包含する。そのような吸収性物品としては、例えば使い捨ておむつ、生
理用ナプキン、失禁パッド、おむつと等と併用される補助パッド（尿取りパッド）、パン
ティライナ等が挙げられる。これらの吸収性物品を構成する材料のうちシート状材料とし
ては、例えば表面シート、裏面シート、防漏カフ及びウイング部などを形成するために用
いられる材料が挙げられる。表面シートは、吸収性物品における肌対向面を形成するもの
であり、液透過性を有している。裏面シートは、表面シートと反対側に位置し、吸収性物
品における非肌対向面を形成するものであり、液不透過性又は液難透過性である。防漏カ
フは、吸収性物品の肌対向面における左右両側の位置に長手方向に延びるように配置され
、液の横漏れを防止する働きを有するものである。ウイング部は、吸収性物品の左右の両
側縁から外方に延出する部位であり、吸収性物品をショーツに装着するときに折り返して
、ショーツの股下部の外面に固定される部位である。
【００１１】
　上述した表面シート、裏面シート、防漏カフ及びウイング部には、吸収性物品の製造工
程において種々の液状物が塗布されることがある。例えば表面シートにおける肌対向面や
、防漏カフにおける内面には各種のスキンケア剤が塗布されることがある。また、表面シ
ートや防漏カフのみならず、裏面シートやウイング部には、これらの部材どうし又はこれ
らの部材と他の部材とを接合するためのホットメルト粘着剤が液状に塗布されることがあ
る。これらスキンケア剤やホットメルト粘着剤等の液状体は、表面シート等に一定の幅を
もって一定量が連続的に又は間欠的に塗布される。したがって吸収性物品の製造工程にお
いては、該液状体が一定の幅をもって一定量で塗布されるような制御を行う必要がある。
【００１２】
　図１には、吸収性物品の製造工程において、吸収性物品の構成材料の一つである表面シ
ートにスキンケア剤を塗布する工程が模式的に示されている。同図に示す工程においては
、表面シートを形成するための原料である長尺状のシート状材料１３が原反（図示せず）
から繰り出され、矢印Ｄで示す方向（水平方向）に走行している。シート状材料１３の一
面（上面）に対向する位置には、スキンケア剤の吐出装置１０が配置されている。吐出装
置１０は、シート状材料１３の走行方向Ｄと交差する方向、具体的にはシート状材料の幅
方向と平行な方向に延びる吐出スロット（図示せず）を有している。液状のスキンケア剤
１２は、この吐出スロットを通じてシート状材料１３に直接施される。吐出スロットは、
シート状材料１３の幅方向にわたってスキンケア剤１２をカーテン状に吐出できる構造に
なっている。吐出スロットは例えばスキンケア剤１２の吐出孔がシート状材料１３の幅方
向にわたって一列に又は多列に配置された構造になっている。各吐出孔からは一定量のス
キンケア剤１２が吐出されるようになっている。その結果、スキンケア剤１２は、シート
状材料１３の幅方向にわたって一定量が連続的に又は間欠的に該シート状材料１３に塗布
される。
【００１３】
　吐出装置１０は、配管（図示せず）によってスキンケア剤１２の貯蔵タンク（図示せず
）に接続されている。また該配管の途中には計量ポンプ（図示せず）が介在している。計
量ポンプはシーケンサ（図示せず）と電気的に接続されている。計量ポンプは、シーケン
サから発せられる指令によって回転数が増減され、それによってスキンケア剤の吐出装置
１０への送液量が増減されるようになっている。スキンケア剤が室温において固体のもの
である場合には、貯蔵タンク、配管及び吐出装置１０を加熱した状態にしておき、スキン
ケア剤を溶融状態にして吐出させる。
【００１４】
　本製造方法においては、シート状材料１３の幅方向にわたってスキンケア剤１２が一定
量吐出されていることを光学的に監視して、該スキンケア剤１２が、シート状材料１３の
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幅方向にわたって一定量が該シート状材料１３に塗布されるようにしている。具体的には
、吐出装置１０から吐出され、かつシート状材料１３に到達する前の状態にあるスキンケ
ア剤１２の吐出状態を光学的に非接触方式で監視している。この監視のために、図１に示
すように、例えば投光部１１ａと受光部１１ｂとからなる光学センサが用いられる。投光
部１１ａと受光部１１ｂとは、吐出されている状態にあるスキンケア剤１２を隔てて対向
する位置に配置されている。吐出されている状態にあるスキンケア剤１２から投光部１１
ａまでの距離と、吐出されている状態にあるスキンケア剤１２から受光部１１ｂまでの距
離は同じでもよく、あるいは異なっていてもよい。これらの距離は、投光部１１ａから照
射される光の強度等に応じて適切に設定される。
【００１５】
　投光部１１ａ及び受光部１１ｂは、シート状材料１３寄りに位置しているよりも、むし
ろ塗布装置１０寄りに位置していることが好ましい。この理由は、投光部１１ａ及び受光
部１１ｂがシート状材料１３寄りに位置していると、シート状材料に塗布されたスキンケ
ア剤１２の飛沫が投光部１１ａや受光部１１ｂに付着しやすく、測定の精度が低下するお
それがあるからである。この目的のために、投光部１１ａ及び受光部１１ｂは、塗布装置
１０とシート状材料１３との間の距離の１／２よりも塗布装置１０寄りに位置しているこ
とが好ましい。
【００１６】
　投光部１１ａからは所定の波長の光が照射される。投光部１１ａから照射される光は単
一の波長を有する単色光でもよく、あるいは複数の波長の光が混合されたものでもよい。
投光部１１ａから照射される光は面状のものであり、その幅は吐出装置１０におけるスキ
ンケア剤１２の吐出幅、すなわち吐出スロットの幅と同じか又はそれよりも広くなってい
る。面状の光はその幅方向（つまり光の進行方向と直交する方向）における光の強度が一
定になっている。また、面状の光は、その面がスキンケア剤１２の吐出方向と交差するよ
うに（特に直交するように）、吐出されている状態のスキンケア剤１２に照射される。
【００１７】
　受光部１１ｂは、投光部１１ａから照射された光を受光して、これを電気信号に変換で
きるようになっている。詳細には、受光部１１ｂには、吐出装置１０におけるスキンケア
剤１２の吐出幅、すなわち吐出スロットの幅と同じか又はそれよりも広幅にわたって、複
数の受光素子（図示せず）が一列又は多列に配置されている。その結果、受光部１１ｂは
、スキンケア剤１２の吐出幅を複数の区画に区分したセグメント単位で受光量を測定する
ことが可能になっている。
【００１８】
　図２（ａ）及び（ｂ）には、投光部１１ａ及び受光部１１ｂを用いたスキンケア剤１２
の吐出状態の監視方法が示されている。図２（ａ）に示す状態は、スキンケア剤１２が正
常に吐出されている状態であり、図２（ｂ）に示す状態は、吐出装置１０の吐出スロット
の一部に目詰まりが生じてスキンケア剤１２の吐出に不具合が生じている状態である。な
お、図２（ｂ）は目詰まりが生じている状態であるが、上述のとおり、受光部１１ｂはセ
グメント単位で受光量を測定することが可能になっているので、同図に示す状態も本発明
に包含される。
【００１９】
　図２（ａ）に示す状態においては、吐出装置１０の吐出スロットの全幅にわたってスキ
ンケア剤１２が一定量吐出されている。したがって投光部１１ａから照射された面状の光
は、スキンケア剤１２を通過するときに一様に減衰される。つまりスキンケア剤１２を通
過してきた透過光は、照射光よりも強度が一様に低下している。透過光は、受光部１１ｂ
においてセグメント単位で受光される。そして各セグメントにおいて受光された透過光が
、該透過光の強度に応じた電気信号に変換され、該電気信号がシーケンサに送られる。シ
ーケンサにおいては、各セグメントから送信された電気信号を比較し、すべての電気信号
のレベルが設定範囲内であれば、吐出装置１０の吐出スロットの全幅にわたってスキンケ
ア剤１２が均一に吐出されていると判断する。つまり吐出スロットの目詰まりが生じてい
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ないと判断する。
【００２０】
　これに対して、吐出装置１０の吐出スロットの一部に目詰まりが生じている場合には、
図２（ｂ）に示すように、目詰まりが生じている部位からはスキンケア剤１２の吐出は起
こらない。この状態下に、吐出された状態にあるスキンケア剤１２に面状の光を照射する
と、スキンケア剤１２に照射された光は減衰し、強度が低下した透過光が受光部１１ｂに
おいて受光される。これは図２（ａ）に示す場合と同様である。これに対して、スキンケ
ア剤１２に照射されずにそのまま直進した光、つまり吐出スロットが目詰まりを起こした
部位に対応する位置を透過した光は、減衰することなく受光部１１ｂに受光される。その
結果、受光部１１ｂにおける各セグメントで受光された光の強度が、セグメント間で相違
することになる。あるセグメントでの光の強度が設定範囲を超えた場合には、吐出スロッ
トの幅方向にわたって光の透過量が実質的に同一でないとシーケンサが判断し、シート状
材料１３に塗布欠陥が生じたとの警告を、装置の操作者に対して視覚的及び／又は音声的
に発する。警報を受けた操作者は、シート状材料１３へのスキンケア剤１２の塗布状態を
目視で観察し、スキンケア剤１２の塗布状態に応じ、塗布を続行するか、それとも塗布を
中断して吐出スロットの目詰まり状態を解消させるかを判断する。
【００２１】
　なお図２（ａ）及び（ｂ）に示す状態では、スキンケア剤１２の吐出幅と、投光部１１
ａから照射された光の幅とが略一致しているが、光は拡散するので、投光部１１ａにおけ
る光の照射幅がスキンケア剤１２の吐出幅と完全に一致していなくても、吐出状態の監視
を精度よく行うことができる。投光部１１ａと受光部１１ｂとの位置関係についても同様
である。尤も、投光部１１ａと受光部１１ｂとの光軸を合わせることが一層好ましいので
、その目的で、投光部１１ａと受光部１１ｂとを一体型のブラケットにしたユニットを用
いてもよい。また光軸調整用の治具を用いて投光部１１ａと受光部１１ｂとの位置合わせ
をしてもよい。
【００２２】
　また、図２（ａ）及び（ｂ）に示す状態では、投光部１１ａと受光部１１ｂとを結ぶ線
は、スキンケア剤１２の吐出方向に対して直交しているが、これに代えて、図３に示すよ
うに、投光部１１ａと受光部１１ｂとを結ぶ線が、スキンケア剤１２の吐出方向に対して
斜めになっていてもよい。このように投光部１１ａと受光部１１ｂとのこのような配置は
、光の乱反射を利用する場合に有利である。また作業スペースが小さくしなったり、スキ
ンケア剤１２の飛沫が付着しづらくなったりするという利点もある。図３に示す状態では
、投光部１１ａよりも受光部１１ｂの方が、吐出装置１０寄りに位置している。こうする
ことで、受光部１１ｂにスキンケア剤１２の飛沫が一層付着しづらくなる。
【００２３】
　以上のとおり、本製造方法においては、吐出装置１０から吐出され、かつシート状材料
１３に到達する前の状態にあるスキンケア剤１２に光を照射し、該スキンケア剤１２を透
過してきた該光の透過量に基づいて該スキンケア剤１２の吐出状態を監視する。
【００２４】
　以上の監視は、吐出装置１０の吐出スロットの幅方向にわたりスキンケア剤１２の吐出
が一定して行われているか否かのものであったが、本製造方法においては、これに加えて
又はこれに代えて、スキンケア剤１２の吐出量を一定にする制御を行うこともできる。例
えば、吐出装置１０の吐出スロットの幅方向にわたって光の透過量が実質的に同一である
場合であっても、その透過量が設定範囲の上限値を上回ったら、スキンケア剤１２の吐出
量が設定値よりも少ないとシーケンサが判断して、吐出装置１０からのスキンケア剤１２
の吐出を増加させる指令を計量ポンプに対して発する。計量ポンプはその回転数を増加さ
せて吐出装置１０へのスキンケア剤１２の送液量を増加させる。
【００２５】
　また、吐出装置１０の吐出スロットの幅方向にわたって光の透過量が実質的に同一であ
る場合であっても、その透過量が設定範囲の下限値を下回ったら、スキンケア剤１２の吐
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出量が設定値よりも多いとシーケンサが判断して、吐出装置１０からのスキンケア剤１２
の吐出を減少させる指令を計量ポンプに対して発する。計量ポンプはその回転数を減少さ
せて吐出装置１０へのスキンケア剤１２の送液量を減少させる。
【００２６】
　以上のとおり、本発明の製造方法によれば、吐出装置１０の吐出スロットの幅方向にわ
たってスキンケア剤が目詰まりなく吐出されているか否かを非接触方式で容易に監視でき
るとともに、一定量のスキンケア剤が吐出されているか否かも監視できる。そして吐出ス
ロットに目詰まりが生じたと判断したときは操作者に警報を発し、またスキンケア剤が設
定された量吐出されていないと判断したときには、設定量となるように自動的に吐出量を
増減させる。
【００２７】
　特に、シート状材料１３に塗布された後のスキンケア剤１２は、該シート状材料１３に
吸収されてその存在を目視しづらいので、該シート状材料１３に塗布された後の状態でス
キンケア剤１２の塗布状態を観察することは容易でないところ、塗布前のスキンケア剤１
２の吐出状態を監視する本発明によれば、そのような不都合は生じない。
【００２８】
　本製造方法において用いられるスキンケア剤としては、吸収性物品の技術分野において
従来用いられてきたものと同様のものを特に制限なく用いることができる。そのようなス
キンケア剤としては、水系のものと油系のものとがある。油系のスキンケア剤の場合、室
温下で固体のものがあるが、そのような場合には、所定温度にスキンケア剤を加熱して、
流動状態下に塗布を行えばよい。
【００２９】
　スキンケア剤の具体例としては、流動パラフィン、シリコーンオイル、動植物油（オリ
ーブ油、ホオバ油、ベニバナ油、スクワラン及びスクワレン等）、モノグリセライド、ジ
グリセライド、トリグリセライド、脂肪族エーテル（ミリスチル－１，３－ジメチルブチ
ルエーテル、パルミチル－１，３－ジメチルブチルエーテル、ステアリル－１，３－ジメ
チルブチルエーテル、パルミチル－１，３－メチルプロピルエーテル、ステアリル－１，
３－メチルプロピルエーテル等）、イソステアリル－コレステロールエステル、パラフィ
ンワックス、Ｃ１２～Ｃ２２脂肪酸、Ｃ１２～Ｃ４４脂肪酸エーテル、Ｃ１２～Ｃ２２脂
肪アルコール、ワセリン、脂肪酸ソルビタンエステル（モノエステル、ジエステル、およ
びトリエステルのいずれでもよい。）、ポリオキシエチレン脂肪酸ソルビタンエステル（
モノエステル、ジエステル、及びトリエステルのいずれでもよい。）、金属石験（ステア
リン酸マグネシウム等）、ショ糖脂肪酸エステル、シクロデキストリン脂肪酸エステル、
シリコーン、シリコーン系レジン等が挙げられる。これらは１種又は２種以上を組み合わ
せて用いることができる。また、スキンケア剤の他の例として、特許３２１７７９２号公
報及び特許３２１７７９３号公報に記載されているエモリエント剤を用いることもできる
。スキンケア剤は、これを単独で塗布することもでき、また塗布の容易性の目的で、水や
アルコールなどの溶媒を適宜含ませた状態で塗布することもできる。
【００３０】
　スキンケア剤１２が塗布されたシート状材料１３は、別工程において組み立てられた吸
収体及び裏面シートの原料となるシート状材料の重ね合わせ体と合流する。この場合、シ
ート状材料１３は、スキンケア剤が塗布された面を外方に向けて、吸収体上に配置される
。次いで、吸収体の外縁から外方に延出している両シート材料が接合され、引き続きトリ
ミングされ、かつ幅方向にわたって所定の間隔で裁断されることによって、目的とする吸
収性物品が得られる。吸収性物品が防漏カフを有する場合には、スキンケア剤１２が塗布
される前又は塗布された後のシート状材料１３の幅方向両側部に、防漏カフ形成用の長尺
帯状のシートを接合すればよい。この長尺帯状のシートは、その一側縁がシート状材料１
３に接合されて固定端となり、他側縁が自由端となる。この自由端には必要に応じて弾性
糸等の弾性部材を伸長状態で接合固定してもよい。また、以上の説明において特に説明し
なかった点については、従来公知の吸収性物品の製造工程が適宜適用される。
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【００３１】
　以上の説明は、スキンケア剤が表面シートに施された吸収性物品の製造に関するもので
あったが、スキンケア剤が防漏カフに施された吸収性物品の製造も、これと同様に行うこ
とができる。防漏カフにスキンケア剤を施す場合、該防漏カフにおける内面、すなわち防
漏カフが内倒したときに表面シートと対向する面にスキンケア剤を施すことが、スキンケ
ア効果の効果的な発現の点から有利である。
【００３２】
　また以上の説明は、吸収性物品の構成材料にスキンケア剤を施すことに関するものであ
ったが、スキンケア剤に代えて他の液状物、例えば溶融状態のホットメルト粘着剤を施す
方法も同様に行うことができる。溶融状態のホットメルト粘着剤は、例えば先に述べた表
面シートや防漏カフに施すことができる。また、裏面シートやウイング部に施すこともで
きる。溶融状態のホットメルト粘着剤を吐出する装置としては、当該技術分野においてこ
れまでに知られている装置と同様のものを特に制限なく用いることができる。
【００３３】
　前記のホットメルト粘着剤としては、スチレン系エラストマーからなるベースポリマー
、粘着付与剤、軟化剤及び酸化防止剤等を含有するものである。スチレン系エラストマー
としてはスチレンブタジエンゴム、スチレン・ブタジエン・スチレンブロック共重合体、
スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、スチレン・エチレン・ブチレン・ス
チレンブロック共重合体、スチレン・エチレン・プロピレン・スチレンブロック共重合体
等が挙げられる。粘着付与剤としては、常温で固体のものを好ましく用いることができ、
例えば、Ｃ５系石油樹脂、Ｃ９系石油樹脂、ジシクロペンタジエン系石油樹脂、ロジン系
石油樹脂、ポリテルペン樹脂、テルペンフェノール樹脂等が挙げられる。軟化剤としては
、例えば、軟化点が１０℃以下で平均分子量が２００～７００のプロセスオイル、鉱油、
各種可塑剤、ポリブテン、及び液状粘着付与樹脂等が挙げられる。
【００３４】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記の実施形態に
制限されない。例えば前記の実施形態においては、シート状材料１３の幅方向のほぼ全域
にわたって液状物としてのスキンケア剤を塗布したが、これに代えてシート状材料１３の
幅方向の一部にのみスキンケア剤を塗布してもよい。
【００３５】
　また前記の実施形態においては液状物としてのスキンケア剤の塗布装置として吐出スロ
ットを用いたが、液状物の種類によっては他の塗布装置を用いてもよい、例えばホットメ
ルト粘着剤のような高粘度の液状物を塗布する場合には、スパイラル状又はΩ字状に該粘
着剤を塗布可能な装置を用いることができる。
【００３６】
　また前記の実施形態においては、スキンケア剤の塗布幅全体にわたって投光部１１ａ及
び受光部１１ｂが配置されていたが、これに代えてスキンケア剤の塗布幅の一部に投光部
１１ａ及び受光部１１ｂを配置してもよい。あるいは、スキンケア剤の塗布幅の方向に沿
って、複数の投光部１１ａ及び受光部１１ｂを配置してもよい。
【００３７】
　また、以上の説明は吸収性物品の製造方法に係るものであったが、本発明は吸収性物品
の製造以外の種々の分野において、被塗布物に液状物を塗布する方法に適用することがで
きる。例えば使い捨てカイロの製造において、鉄粉、活性炭及びパルプ等を含む発熱材料
に塩水を添加する工程に、本発明を適用することができる。また、例えば顔用の美容マス
クシートの製造において、スキンケア剤をシートに塗布する工程に、本発明を適用するこ
とができる。更に、例えば２枚の帯状シートをホットメルト等の接着剤を用いて接合して
積層シート体を製造する工程に、本発明を適用することができる。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　吐出装置
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　１１ａ　投光部
　１１ｂ　受光部
　１２　スキンケア剤（液状物）
　１３　シート状材料

【図１】

【図４】
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【図２】
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【図３】
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